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衆
議
院
議
員
松
澤

人
君
提
出
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 



一 

現
業
官
庁
の
雇
よ
う
人
に
対
し
て
は
、
従
来
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
制
定
前
か
ら
長
期
給
付
の
制
度
が
あ
つ
た
の

で
あ
る
が
、
非
現
業
官
庁
の
雇
よ
う
人
に
対
し
て
は
、
本
年
十
月
か
ら
始
め
て
そ
の
実
施
を
み
た
も
の
で
、
掛
金
に
つ
い

て
は
両
者
と
も
に
大
体
毎
月
俸
給
月
額
の
千
分
の
四
十
五
程
度
の
割
合
で
徴
收
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
掛
金
率
は
社
会
保
險

の
一
環
と
し
て
保
險
数
理
に
基
い
て
算
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
保
險
数
理
を
そ
の
計
算
基
礎
に
お
い
て
い
な
い
現
在
の

恩
給
掛
金
と
相
違
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
制
度
上
や
む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
近
い
将
来
に
お
い
て
国

家
公
務
員
法
第
百
七
條
の
規
定
に
よ
り
官
吏
雇
よ
う
人
の
別
を
問
わ
ず
、
退
職
時
に
は
同
様
の
給
付
を
な
す
よ
う
改
む
べ

き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

、
、

、

、
、

二 

雇
よ
う
人
の
長
期
給
付
は
、
社
会
保
險
の
一
環
と
し
て
立
法
さ
れ
た
以
上
民
間
労
働
者
の
社
会
保
險
で
あ
る
厚
生
年
金

保
險
、
船
員
保
險
等
と
同
様
使
用
者
で
あ
る
国
と
被
使
用
者
で
あ
る
組
合
員
と
が
こ
れ
を
負
担
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

、
、

右
答
弁
す
る
。 
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